
平成22年度第3回

富合町合併特例区協議会

と　き　平成22年6月16日（水）

午前10時00分′〉

ところ　富合総合支所　3階大会議室

富合町合併特例区協議会事務局



協議第1号

集落内開発制度と今後の都市計画について
平成22年6月16日　都市計画課

1．政令指定都市移行と線引きについて

熊本市が政令指定都市に移行すると、市域を含む都市計画区域は線引きが必須となり、
富合地区においても市街化区域と市街化調整区域に区分される。

2．集落内開発制度について

市街化調整区域内の建築制限を緩和する「集落内開発制度」の運用を開始した。
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・・・現在の用達地域

日・調査時点で要件を満たして
いる集落

線引きと同時に区域を決定するため、
制度導入直近において再度調査を
行なう予定。



3．都市計画区域の再編について

政令指定都市を含む都市計画区域は線引きが必須となり、合併や新市計画に基づく新た
な区域の検討が必要となる。
熊本市においても、平成21年度に富合町との一体性の評価について検討を行なった。

熊本県
町

区
域
再
編
案
の
作
成

国の都市計画運用指針による市の解析では、旧熊本市と富合町は一体性が強いといえる。

評価項目 解析結果 一体性の評価

土地利用の状況 上位計画により一体的土地利用が図られる ◎
及び見通し 旧熊本市南部地域と一体的な市街地を形成

地形等の自然的
条件

河川での分断はあるが、同一平野に含まれる ○

通勤、通学等の 通勤者の3割、通学者の5割が熊本市へ通って ◎
日常生活圏 いる

主要な交通施設 新幹線開業、車両基地、新駅の設置により結び ◎
の設置の状況 つきが強化される

社会的、経済的な 熊本市への購買依存度が高く、広域事務も熊 ◎
区域の一体性 本市へ移管されていく

4．今後の流れ

・　県が平成24年4月1、日を目標とし、都市計画区域の再編並びに区域区
分（線引き）を決定する。

今回の熊本市の調査結果を都市計画区域の再編に関する県との協議に
活用する。

同時に熊本市は用途地域の指定並びに集落内開発制度の区域指定を
行なう。
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市街化調整区域における集落内開発制度について

通常建築物の建築が制限されている市街化調整区域において、指定された区域内で特定の
用途の建築物の建築を可能とする集落内開発制度が平成22年4月1日より施行されます。

指定区域（点線）内においては、
誰でも建築が可能（開発許可が必
要）。

く〉
指 定 区 域 につ い て の 詳 細 は

都 市 計 画 課 （3 2 8 － 2 5 0 2 ）へ

指 定 区 域 内 に お け る開 発 許 可

手 続 き につ いて は

開 発 景 観 課 （3 2 8 － 2 5 0 7 ）へ

戸建て住宅 共同住宅

人的要件を廃し、誰でも建築が可能となる。 1 戸の床面積5 0 n了以上

建蒜 芸言諾 ・ 敷地慧 諾 雫以上 建ぺい率3 0％以下、容積率80％以下

敷地面積20 0 nj l＋ ／′、／
漂 距離　　 工 悪賢 O m 外蓋 童謡霊笹 ：出 出 ア 芸苧 m

敷地の10 ％ 1 －　　 ′

以上の緑地 睡築基準法＝蒜 蒜建筆基準法上の道路

店舗併用住宅 日用品販売店舗

日常生活に必要な店舗（コンビニ、理容店等）が可能 通常規模のコンビニや小規模なスーパーが可能

建ぺい率4 0 ％以下、容積率80％以下 建ぺい率3 0％以下、容積率80％以
下、延床面積500ポ以下

敷地慧 誤 以上 － 高蔓蒜 蒜 5
禁 芸蒜　　 l ♭ 欝 m

外壁後退距離　　　　　　　 こ‾‾延床面積は
1m 以上　　　　　　　　　　　　 150ポ以下

外壁　　 巨離1 m 以上
建築基準法上の道路（敷地外周の1／6‾以上接する羊と）

′ 幅員9 m 以上で、歩道を有する道路（敷地外周の　　1／6以上接すること）店舗部分の床面積は150n了以　　 敷地の10 ％
下かつ1 階の2分の1以上　　　 以上の緑地

※熊本都市計画区域における市街化調整区域内での運用となります。植木町、城南町、
富合町等の非線引都市計画区域における用途無指定の地域や、河内町（都市計画区域
外）については都市計画法による建築の制限はありません。

■・



報告第1号

富合総合支所

警報等発令時の待機態勢について

班番号 情報班長 実働班長 班　　 員 計

1 1 名 1 名 3 名 5 名

2 1 名 1 名 3 名 5 名

3 1 窄． 1 名 3 名 5 名 ■

4 1 名 1 名 3 名 5 名

5 1 名 1 名 3 名 5 名

計 5 名 5 名 1 5 名 2 5 名

■待機総員数

＜注意報発令態勢＞

＜警報待機態勢＞

＜警報発令態勢＞

0名

2名

5名

＜待機配備態勢＞　12名

＜1号配備態勢＞　17名

富合総合支所では、待機は行いません

情報班長・実働班長の2名が待機

1つの班（情報班長・実働班長及び班員3名）

総務課長・建設課長及び2つの班

総務課長・建設課長及び3ノ⊃の班

愚



平成22年度　熊本市水防態勢

（注意報発令態勢）
総員3名

注意報発令態
勢責任者

班長：1名
（危機管理防

災皇職員）

（警報待機態勢）
総　員並名

く情報班〉

（警報発令態勢）
総　員　　旦旦名

く管理調整班〉　　班員

危機管理防災皇
l 総 務部　　　　　　 1 （避！

l 広 報課　　　　　　 1

l
消防局　　　　　　 1 ．土屋」
土 木部　　　　　　 1 （補

l 上 下水道 局　　　　　 1

●警 報発 令態 勢
l 責 任者

帖 ：1 名

一 （危 機 管理 防

．災皇 補佐 級 以
l 上）

車 両管理 課　　　　　 1

小計　　　　　 7 名

く電話対 応粧 〉

土木 部　　　　　　 1 （指

郡市驚青郷 （河川煉）　　 1 （指

上下 水道局　　　　 1 （指

●副 ：1 名 農林 水産振 興部　　 1

l （危 機管 理防 建築 部　　　　　　　 2
i 災皇 職員 ） 保健 福祉部　　　　　 2

都市政 策部　　　　　 2

l 小 計　　　　 10 名

l
（情 報整理 班〉

l 土 木部　　　　　　　 1

l
企 画情 報部　　　　 1 （班

健 康政 策部　　　　　 1

I 税 務部　　　　　　 1

．l

l

総 務部　　　　　　 1

小計　　　　　 5 名

く監視 パ トロー ル班 〉

1 土 木部　　　　　　 1 （粧

l
都 市整 備部　　　　　 3

農 林水 産振興 部　　　 2

1 建築 部　　　　　　 1

l

l

l

環境 事業 部　　　　 1

環境 保全 部　　　　 1

9 名

く各総合 支所 確報 班〉

l
北部　　　　　　　　 2

河 内　　　　　　　　　 2

1 飽 田　　　　　　　　　 2

l
天明　　　　　　　　 2

富合　　　　　　　　 2

l

l

l

l

I

l

l

l

姐 直　　　　　　　　 之

塩 基　　　　　　　　 之

小 計　　　　 通 名

く実 働班 〉

東部 土木 セン ター　 10

西部土 木 セン ター　　 9

北部 土木 セン ター　　 6

且 由應 金主 正　　　　 之

富合 総合支 所　　　　 3

墟 産盆 皇 支謹　　　　 呈

塩 基総 会主 立　　　　 旦

小計　　　　並名

情報入力担当者
情報集計過当青
木都連格担当者
を配置する（兼任可能）

払下の態勢も同様とする

待機配備態
11勢総括責任

（危機管理
防災室長）

（待　機　配　備　態　勢）
総　員　　⊥乙之名

く情報部〉

情報部待機配備
責任者
（危機管理防災

圭）
正：次長1名
（総務局・企画

財政局）
副：課長級1名

対応郎待機配備
責任者
（危機管理防災

圭）
正：首席舎諸員
（都市建設局）

副：課長級1名
副：補佐級1名

く管理調整班〉
危機管理防災皇

総務部

広報課
土木部

消防局
上下水道局

車両管理課

小計

（電話対応粧〉

土木部
消防局

総務部
企画情報部

保健福祉部

農林水産振興部
軒市豊儀却（河川諌）

上下水道局
建築部

都市政策部

平成22年6月1日現在

（1　号　配　備　態　勢、）
総　員　　　呈ユ皇名

〈情報部）

水防副本部長

（副市長2名）

総括本部室長
く危機管理監）

t】応・実働本

ll防災室長）

情報部1号配備責任者

（危機管理防災皇）
正：次長　1名

（総務局・企画財政局）
副：課長級1名

対応部1号配備責任者

（危機管理防災圭）
正：首席審議員

（都市建設局）

副：課長級1名
副：補佐級1名

〈管理調整班〉

危械管理防災圭
総務部

広報課
土木部

消防局

上下水道局
車両管理課

小計

く電話対応粧〉
土木部

消防局
企画情報部

総務部

保健福祉部
農林水産振興部
都市1償部（河川譲）

上下水道局

建築部

都市政策部

）
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l
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※　必要に応じて小島河川防災センターに職員を待機させる。

（各センター）
実働部待機配備★
任者
（卸市建設局）

正：各センター
所長3名

副：繍佐級3名

（且由・奮合・盤
粛・櫓太総合支
所）

正：五色・吉舎・
些粛・植木総合支
所総務課長
副：且凸・富合・
城南・植木総合支
所建設株畏」丑室
長⊥

小計
く情報整理披〉

土木部

企画情報部
健康政策部

税務部
教育委員会事務局

小計

く監視パトロール班〉

土木部

都市整備部

農林水産振興部
建築部

環境事業部

環境保全部

6
　
8
一
6
　
6
　
2
　
2
二
王

小計

対応部合計

土木部

東部土木センター

西部土木センター

北部土木センター
河内総合支所

富合総合支所

城南総合支所

植太総合壬所

農林水産振興部

建築部

都市政策部

都市整備部

6
　
0
　
9
　
6
　
9
一
8
旦
旦
　
6
　
6
　
6
　
3

小計　　　旦皇　名
※　責任者交代及び不在の場合は、責任者指名とする。

※　必要に応じて小島河川防災センターに職員を待機させる。

※　必要に応じて白川地域防災センターへ班員を2名配丘する。

（各センター）

実働卸1号配備責任者

（都市建設局）
正：各センター所長

3名
副：補佐級　3名

且由・吉舎・城東・植木総
合支所）
正：風凸・吉舎・城粛・他
室総合支所総務練暴
利：且由・書合・地膚・地
去稔合支所建設課長」金主
五L

小計

く情報整理班〉
土木部

企画情報部

健康政策部
税務部

教育委員会事務局
小計

2

1（班長）

6名

く監視パトロール班）

土木部
企画情報部

都市董備部

農林水産振興部
建築部

環境事業部

環境保全部

長班
（2

　
1
　
3
　
2
　
1
　
1
　
1

小計　　　11

6
　
8
一
6
　
6
　
2
　
2
二
王

小計　並名

対応部合計　　　旦旦　名

土木部

東部土木センター
西部土木センター

北部土木センター
河内総合支所

富合総合支所
城南総合支所
植太総合壬所

農林水産振興部

建築部

都市政策部

都市整備部

9
川
9
6
14
一
1
3
週
1
3
一
6
9
9
6

小計　　　山ヱ　名

※　責任者交代及び不在の場合は、責任者指名とする。

※　必要に応じて小島河川防災センターに職員を待機させる。

※　必要に応じて白川地域防災センターへ班員を2名配亜する。



熊本市水防本部設置及び職員の配備基準

態　 勢 配 備 簡 勢 配　 備　 時　 期 配　 備　 内　 容
本　 部　 設　 置 ・配　 備　 規　 模　 等 配　 備　 動　 員　 計　 画

注 注意報発 令態 勢

警報 待機 態勢

警報 発令態勢

1 気象業務 法に より大雨、洪 水に関す る’

意 稗が発令 された場合
少 数 の人 員 をもって 、気象 情報そ の他 年

情報 の収集 、伝 達及び連 絡等に当た る体制 と

（1）水 防本部の設置

（2）注意報発令態勢 は責任者以下 3 人 警報待

水防本部 組織図 による。

意

態

勢

2　 態勢 中　 市民 よ り被害 に関する情報が あ す る。

った り、降 雨の状況 によ り警報への以

が 考え られ る場合。

3 気 象業法 によ り大雨、洪水に関す る警報

が発令 された場合

待機 の場所 は水 防本 部室 とする。 態勢は責任者 以下 3 1 人。警報発令 態勢は頁

者以下 7 1 人の職員 をもって編成す る。

警

戒

態

勢

待 機 配 備

1 号 配 備

1 注意態 勢下にあって災害発生のお それ が 気象 予警報 、災害情 報、被害報告 、そ の （1）1 4 0 人程度 の職員 をもって編成す るが 、

JJ

生 じた場合。

2 ．そ の他 本部長が、必要 によ り当瞼配置 を

指示 した とき。

情報 の収集 ・伝達及 び応急対策活 動が実施 で

きる体 制とす る。

担 当課 の要員数につい ては、別 に定め る。

（2）1 7 0 人程度 の職員 をもって編成す るが、

班の要員数 につい ては別に定め る。

非

常

態

勢

京

2　号 配 備
局地 的な災害が発生 した場合， 災害応急 対策活 動 を遂行 でき る体制 とし、

又 3 号配備 に直ちに移 行できる体制とする。

災害対策本部

3　号 配 備

局地 的 な災 害が発生 し、 さらに市全域 に 2 号配備 に よりが た く、災害対策 本部の 1

害

対

策

本

わた り被害 が拡 大するおそれが ある場合。 員 を増員 し、災害応 急対策活動 が円滑 に遂行

でき る体制 とし、又 4 号配備 に直ちに移行 で

きる体 制 とす る。

4　号 配 備

全域 にわた り災害が発生 し、特に被害が 3 号配備 に よ りがた く、災害対策本 部の

都 甚 大な場合。 員 を更に、増員 し、 災害応 急対策活動 が強力

に遂行で きる体制 とす る。

風一31
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報告第2号　行　事　予　定　表　（平成22年6月16日～　7月15日）
富合総合支所（全体）

日…曜 時 間 区長 行　 事 （業 務 ） 場　 所 日 時 間 区長 行　 事 （業 務 ） 場　 所

16 水 10：00 ○ 合併特例 区協議会 3F大会重義室 1 木 8：30 参議院議員通常選挙期日前投票（予定） 1階第1会捜査

17 木 2 金

18 金 様

5 月

2 1 月 10：00 ○ 定例農業委 員会 第1会議室 6 火 9：30 総合健診結 果説 明会 雁回館

22 火 7 水 9：30

8：30

一一12 ：00

○

総合健診 結果説 明会

たなばたカラオケ大会（文化協

雁回館

アス′くルホール

23 水 8 木 l 8：30

′・′20 ：00
9：30

資源 ごみ拠 点回収 日

総合健 診結果説 明会

総合支所横

雁回館

24 木 8：30

20 ：00

資源ごみ拠 点回収 日 総合支所横 9 金

2 5 金 8：30 参議院議員通常選挙期日前投票（予定）

l嘱 託鼻便発送 日 l

1階第1会議室 1≒

寧 ヰ ⇒≡≡ 鱒 苧 童画 ■譲 亨≡ 敢行 ≡≒≡

孝≡申 1 月

2 8 月 13 火

2 9 火 14 水 9：00

10：00

13：30

○

○

特設人権 相談

合併特例 区協議会 （予定 ）

嘱託鼻 会議

アスバル和室

3F大会議室

3F大会主義室
l嘱 託員便発送 日

3 0 水 〉 15 木

備 7月 31日 （土） ふるさと祭　 場所 ：緑 川河川敷

7月11日 （日） 参 議院議 員通常選 挙 （予定）

考 ＜期 日前投 票　 6月2 5日（金）～7月 10日（土 ）予定 ＞
火 の国まつり「おてもやん総 おどり」8月7日（土）19時
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